
 

 原油価格・物価高騰の影響が拡大している事業者の事業継続を支援するため、福島県の地

域公共交通等運行継続緊急支援金の給付を受けた事業者に「新地町地域公共交通等運行継

続緊急支援金」を支給します。 

 

〇緊急支援金の詳細 

１．交付対象となる事業者 

(１) 路線バス事業者・乗合バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業

（民間救急車両は除く）を行う事業者 

(２) 自動車運転代行事業者 

自動車運転代行事業の業務の適正化に関する法律（平成１３年法律第５７号）第２条第２項

に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行事業者 

(３) トラック運送事業者 

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第４条の許可を受けて一般貨物自動車運

送事業を行う事業者、同第３５条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、

同第３６条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者 

２．交付対象要件 ※下記要件をすべて満たす必要があります。 

(１) 新地町内に事業所がある事業者で、交付申請及び交付決定時点において事業を継続し

ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 

(２) 福島県が定める地域公共交通等運行継続緊急支援金支給規程（令和４年８月３１日制

定）に基づく緊急支援金の交付を受けた事業者 

(３) 次のいずれにも該当しない事業者 

ア 町に納付すべき町税及び使用料等を滞納している者 

イ 新地町暴力団排除条例（平成２４年新地町条例第２３号）第２条第１号に規定する暴力団

又は同条第２号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者 

ウ その他町長が不適当と認める者 

３．交付対象車両  

対象事業者が一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運

送事業、貨物軽自動車運送事業並びに自動車運転代行業を実施するため使用する次に掲

げる車両であり、自動車検査証における「使用の本拠の位置」が新地町内の住所である車

両であること。 

ア 路線バス・乗合バスとして使用される車両 

イ 貸切バスとして使用される車両 

ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両 

エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両 

新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金 



オ トラック運送事業として使用される車両（三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。） 

４．緊急支援金の交付額 

車両１台当たり１５，０００円 

５．提出期限 

 

 

６．申請方法  

以下の「提出書類」一式を作成し、「申請書提出先」に郵送または窓口持参に提出してくださ

い。 

※新地町ホームページから第１号様式、第２号様式、第３号様式をダウンロード 

①新地町地域公共交通等運行継続緊急支援金交付申請書兼請求書（第１号様式） 

②県支援金に係る交付決定通知書の写し又は県支援金が入金されたことが分かる通帳の写

し 

③振込口座が分かる通帳の写し（法人の場合は、法人名義のものに限る。） 

④法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人事業者の場合は本人確

認書類の写し。また、個人が町外の住民基本台帳に記載されている者である場合、本人確認

書類の写しに加えて、町内に施設を所有又は賃貸し、当該施設を運営していることがわかる

書類の写し 

⑤誓約書（第２号様式） 

⑥対象登録車両一覧表（第３号様式） 

⑦対象登録車両の自動車検査証の写し（「使用の本拠の位置」が町内であるもの） 

※新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休車は、福島運輸支局に提出した休車リストの写し

を添付してください。 

 

 

 

 

  

申請書提出先・問い合わせ先  

新地町 企画振興課 企画調整係  

９７９－２７９２ 新地町谷地小屋字樋掛田３０ 電話 ０２４４－６２－２１１２ 

 

令和５年２月２８日（火）まで（当日消印有効） 


